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　地域の医療介護入門シリーズ

地域の医療と介護を知るために－わかりやすい医療と介護の制度・政策－
第21回　昭和60年代から平成初期における高齢者の医療・介護施策（ 1）

－高齢者介護に関する動き－

　ここからは，昭和60年代から平成初期におけ
る高齢者の医療・介護施策の動向に触れていき
ます。ここでは，高齢者介護（老人福祉）に関
する動向と老人医療に関する動向の 2つの動き
に分けて，様々な動きを整理していきたいと思
います。まず，高齢者介護に関する動きについ
てです。

1 　介護対策検討会の報告
　この連載の第18回（2018年 1 月号）で触れた
ように，急速な高齢化に老人福祉施策や健診・
健康指導体制の整備がついて行くことができな
い中で，老人医療費無料化をきっかけに，老人
医療費が急増しました。また，社会的入院等の
医療費の無駄が社会問題化しました。そのため，
昭和56年に老人保健法が制定されました。しか
し，この老人保健法は，高齢者の保健医療対策
と医療費負担の問題への対応であり，この法律
によって高齢者介護対策が進んだわけではあり
ません。ねたきり老人問題は，依然として厚生
行政にとって大きな課題でした。
　厚生省としても，高齢者介護対策を何とかし
なければとの意識から，平成元年に，事務次官
の懇談会として，有識者による「介護対策検討
会」を設置し，検討を進めました注1）。同年12
月に公表された介護対策検討会の報告書のポイ
ントは以下のとおりです注2）。この報告書にお
いては，介護保険制度については触れていない
ものの，この後，厚生省が進めていく主な高齢
者介護対策のアイデアは，そのほとんどがここ
に掲げられており，その意味で，厚生省の高齢
者介護施策の原点とも言えるものではないかと
思われます。

〔介護対策検討会報告書のポイント〕
　①介護対策の基本的考え方とめざすべき方向
　　○要介護者の生活の質の重視
　　　 要介護者の残存能力の維持活用を図ると

ともに，介護が必要になっても可能な限
りこれまでの生活を続け，また自らの判
断で選択できるようにする。

　　○家族介護に関する発想の転換
　　　 「在宅サービスなしにお互い無理を重ね

る家族介護」から「在宅サービスを適切
に活用する家族介護」への発想の転換。

　　○利用者の立場の重視
　　○目指すべきサービスの供給体制
　　　 国民が，どこでも，いつでも，的確で質

の良いサービスを，安心して，気軽に受
けられる体制。

　　○介護環境の整備
　　　 年齢や障害に応じて，誰もが住みやすい

住環境整備，街づくりを進める。
　②サービスの内容
　　○ 「全て手助けする介護」でも「できるだ

け手助けしない介護」でもない，要介護
者の自立を助け，生活の質を高める事が
できる介護サービスを目指すべき。

　　○ これまでの「寝たきりを前提とした介
護」から「寝たきりにしない介護」を目
指したサービス内容とすべき。

　③サービスの供給体制
　　○ 将来的には､利用者の負担能力等に十分

配慮しつつ，利用者とサービス供給者と
の契約によるサービスの利用を拡大する
方向に向かうべき。

　　○ サービス供給主体の多様化を促進してい
くべき。

　　○ 介護サービスの供給は，住民に身近な市
町村を中心とすべき。その一環として，
在宅サービス実施を市町村の必須事務と
するとともに，特別養護老人ホーム等の
措置権を市町村に委譲する。

　　○ 在宅サービスの量的充足を図るとともに，
その拠点を全国的に整備展開すべき。

　　○ 福祉と保健医療の連携によるサービスの
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総合化を図るべき。

2 　ゴールドプラン
　平成元年は，政治の激動期でした。前年（昭
和63年）の消費税法成立（平成元年 4月から導
入）とリクルート事件により支持率が大幅に低
下した竹下内閣が 6月に総辞職し，後を継いだ
宇野総理も，女性問題で退任し， 8月には海部
内閣が発足しました。この海部内閣で就任した
橋本大蔵大臣は，消費税導入の大義名分になる
新たな政策を平成 2年度予算案の目玉に盛り込
むことを厚生省に求めた，とされています注3）。
　これに応じて，厚生省は，ホームヘルパー10
万人への大増員計画と，ねたきり老人ゼロ作戦
を打ち出しました。そして，この 2つの施策を
柱として，12月に，大蔵・厚生・自治 3大臣の
合意により策定されたのが「高齢者保健福祉推
進十か年戦略」（いわゆる「ゴールドプラン」）
でした注4）。
　ゴールドプランは，以下の 7項目から構成さ
れ，特に，①と④については，10年後の平成11
年度における具体的な数値目標が設定されたこ
とが注目されました。このゴールドプランにか
かる10年間の総事業費は約 6兆円とされました。
　① 市町村における在宅福祉対策の緊急整備－

在宅福祉推進十か年事業（ホームヘルパー
10万人　等）

　②「ねたきり老人ゼロ作戦」の展開
　③ 在宅福祉等充実のための「長寿社会福祉基

金」の設置
　④ 施設の緊急整備－施設対策推進十か年事業

（特別養護老人ホーム24万床　等）
　⑤高齢者の生きがい対策の推進
　⑥長寿科学研究推進十か年事業
　⑦高齢者のための総合的な福祉施設の整備

3 　福祉八法の改正
　こうした高齢者福祉サービスの量的整備と並
行して進められたのが，福祉サービスにおける
市町村中心主義への転換でした。
　わが国における高齢者への福祉サービス提供
の仕組みは，「措置制度」と呼ばれていました。
老人福祉法では，もともと，寝たきり老人等を，
特別養護老人ホーム等の老人福祉施設に入所さ
せることは，国がその責任で行う「措置」であ
り，民間の施設に入所させる場合は，その措置
をその施設に委託するものであるとして，委託

費である「措置費」を国が施設に支給していま
した。そして，国から委託を受けるには高度の
公益性が必要であるとして，老人福祉施設の設
置運営は，基本的に地方自治体か社会福祉法人
に限られていました。これは，憲法第25条に基
づく最低生活保障の一環として，国が定める最
低基準を満たし，国が指導監督する施設での処
遇を保障する，という考え方によるものでした。
　実際は，高齢者を施設に入所させるか否かの
判断は，福祉事務所が行っていました。福祉事
務所は，第二次世界大戦後に，社会福祉事業法
に基づき設置された，福祉事務を行う専門機関
ですが，市部における福祉事務は市が設置した
福祉事務所が，町村部における福祉事務は都道
府県が設置した福祉事務所が担当していました
（つまり，町村は，福祉の仕事はしていなかっ
たのです）。ただ，福祉事務所が行う事務は，
全国統一的に実施すべき事務である「機関委任
事務」（福祉事務所が国の機関として行う事
務）として位置づけられ，事務の細かい点まで，
国の通知により行われていました。
　こうした考え方に対して，イギリスや北欧諸
国等では，福祉は，住民に近く，地域の実情に
精通している地方自治体が担当する事が適切で
あるとして，地方分権が進んでおり，こうした
コミュニティケアの考え方は日本でも普及して
きていました。また，昭和56年の国際障害者年
を契機に，「ノーマライゼーション」（障害を
持った者も，施設に隔離されるのでなく，他の
者と同様の地域生活を送る権利があるとの考え
方）の理念も日本に普及し，障害者や高齢者の
地域生活を支える在宅サービスの充実の重要性
が認識されるようになってきました。
　連載の第17回で，行革一括法により，老人福
祉事務が，国の機関委任事務から地方自治体自
身の事務（団体事務）とされた事，そして在宅
サービスが市町村の事務として法律に規定され
たことに触れました。その背景として，石油
ショック後の国の厳しい財政事情により，地方
自治体への高率補助が問題とされたことがある
ことは確かですが，それだけではなく，こうし
た福祉の考え方についての世界的な動向も反映
されていたのです。
　平成 2年の福祉八法（老人福祉法，身体障害
者福祉法，精神薄弱者福祉法，児童福祉法，母
子及び寡婦福祉法，社会福祉事業法，老人保健
法，社会福祉・医療事業団法）改正においては，
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こうした地域福祉の考え方をさらに進め，老人
福祉および老人保健関係では，以下の点が強く
打ち出されました注5）。
　①老人福祉施設の入所措置権限の町村への委譲
　「住民に身近な行政は，可能な限り，住民に
身近な地方公共団体が実施する」との基本的な
考え方に立って，老人福祉施設への入所措置は
市町村で実施することとし，都道府県福祉事務
所は，市町村相互間の連絡調整，市町村に対す
る情報の提供その他の必要な援助」（老人福祉
法第 6条の 3）を行うとすることとされました。
　従来は，老人福祉施設への入所措置は，専門
機関である福祉事務所が行うとの考え方から，
市部に住む高齢者の老人福祉施設への入所措置
は市の福祉事務所が，町村部に住む高齢者につ
いては都道府県の福祉事務所が行ってきました
が，この改正により，福祉事務所設置の有無に
かかわらず，高齢者の老人福祉施設への入所措
置は市町村が行い，都道府県が設置する福祉事
務所は，市町村相互間の連絡調整等の事務を行
う機関とされました。
　②市町村老人保健福祉計画
　市町村は，老人福祉計画を策定し，福祉施策
について，確保すべき事業量の目標等を定める
とともに，老人保健計画を策定し，老人に対す
る医療以外の保健事業について，確保すべき事
業量の目標等を定めることとされました。また，
両計画は一体のものとして作成されなければな
らないこととされました。
　これにより，市町村は，地域における高齢者
の保健福祉施策を総合的に推進する主体として
の地位が法律上明確にされました。
　なお，都道府県についても，広域的な見地か
ら，老人福祉計画および老人保健計画を作成す
るものとされました。

4 　21世紀福祉ビジョンと新ゴールドプラン
（ 1）　21世紀福祉ビジョン
　平成 3年 8月に，非自民の 8党派連立政権で
ある細川政権が発足しました。
　細川首相は，平成 4年 2月，消費税（ 3％）
を 7％の国民福祉税とする構想を発表しました
が，突然であったことや，その根拠について
「腰だめ」の数値であると発言し，根拠に乏し
いと批判されたこと等が響き，すぐ撤回されま
した注6）注7）。
　そこで，厚生省は， 3月に「21世紀福祉ビ

ジョン」を公表し，「少子・高齢社会における
社会保障の全体像」を打ち出しました注8）。そ
の中で特に注目されたのは，次の 2点です。
　① 年金，医療，福祉等の給付費の割合は，お

よそ 5： 4： 1となっているが，今後，社
会保障給付費全体が増大していく中におい
て，年金制度の安定化，医療制度の安定
化・効率化を図るとともに，福祉等の水準
を思い切って引き上げることにより，これ
を 5： 3： 2程度とする。

　② ゴールドプランについて，その後の状況の
進展も踏まえた見直しを行う。見直しにあ
たっては，今後の高齢者の介護ニーズの増
大・多様化に応えていくため，施設サービ
スと在宅サービスを通じて目標水準の思い
切った引き上げを行うとともに，以下の視
点に立った総合プランとしての新しいゴー
ルドプランを策定する。

　　・ 保健・医療・福祉を通じた利用者本位の
サービスの提供

　　・ 高齢者が可能な限り在宅で自立生活を送
れるよう支援するサービスの提供

　　・ 高齢者の生活の継続性や快適性を尊重し
た施設の療養環境の整備

　　・ 高齢者の自立生活の基礎となる住宅対策，
まちづくりの推進

（ 2）　新ゴールドプラン
　ゴールドプランの中間年にあたる平成 6年に，
全国の市町村の作成した老人保健福祉計画を厚
生省がとりまとめたところ，ゴールドプランで
目標とされたサービス量を大幅に上回るサービ
スの整備が必要な事が明らかになりました。
　そこで，政府は，21世紀福祉ビジョンの提言
を踏まえ，ゴールドプランを見直し，12月に，
大蔵・厚生・自治 3大臣合意により「高齢者保
健福祉推進10カ年戦略の見直しについて（新
ゴールドプラン）」を策定しました注9）。
　新ゴールドプランの内容は，次の 2点です。
　① 高齢者介護サービス基盤について，平成11

年度末までの整備目標の引き上げ
　　○在宅サービス

ホームヘルパー　10万人→17万人
ショトステイ　　 5万床→ 6万人分
デイサービス/デイケア
　　　　　　　　 1万カ所→1.7万カ所　等

　　○施設サービス
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特別養護老人ホーム　24万床→29万人分
老人保健施設　　　　28万床→28万人分　等

　　○マンパワーの養成確保（新設）
寮母・介護職員　20万人
看護職員等　　　10万人　等

　② 今後取り組むべき高齢者介護サービス基盤
の整備に関する施策の基本的枠組みとして，
以下の事項を提示

　　〔基本理念〕
　　　ⅰ利用者本位・自立支援
　　　ⅱ 普遍主義（支援を必要とする高齢者に，

必要なサービスを提供）
　　　ⅲ 総合的サービスの提供（在宅ケアを基

本に，保健・医療・福祉を通じ多様な
ニーズに的確に応えられる効率的・総
合的サービスを提供）

　　　ⅳ 地域主義（市町村を基本に，住民に最
も身近な地域でサービスを提供できる
体制づくり）

　　〔施策の目標〕
　　　ⅰ高齢者介護サービス基盤の総合的整備
　　　　（ 地域における高齢者サービスの充実，

要介護高齢者の自立支援施策の総合
的実施等）

　　　ⅱ 介護基盤整備のための支援施策の総合
的実施

　　　　（ 高齢者介護マンパワーの養成・確保
対策の推進，福祉用語の開発・普及
の推進等）

注 1）　大熊由紀子（2010）：59-66．
注 2）　「介護対策検討会報告書」（平成元年12月14日　

介護対策検討会）

注 3）　大熊由紀子（2010）：67-75．
注 4）　「高齢者保健福祉推進十カ年戦略（平成11年度

までの十カ年の目標）」（平成元年12月　厚生省）
注 5）　「今後の社会福祉のあり方について（意見具申）

－健やかな長寿・福祉社会を実現するための提
言」（平成元年 3月30日　福祉関係三審議会合同
企画分科会）

注 6）　木寺元「税制改革と民主主義ガバナンス－リス
ク・ラバーたちの消費税－」，年報政治学2014（ 2 ），
日本政治学会．

注 7）　櫨浩一，高橋智彦「税制改革を巡る最近の動
き」調査月報1990.11，ニッセイ基礎研究所．

注 8）　「21世紀福祉ビジョン～少子・高齢社会に向け
て～」（平成 6年 3月28日高齢者社会福祉ビジョ
ン懇談会）

注 9）　「高齢者保健福祉推進10カ年戦略の見直しにつ
いて（新ゴールドプラン）」（平成 6年12月18日　
大蔵・厚生・自治 3大臣合意）

参考文献
厚生省大臣官房政策課監修「21世紀福祉ビジョン～少

子・高齢社会に向けて～」1994：第一法規．
厚生労働省官房総務課監修，福祉政策研究会編著「こ

うなる新福祉政策－「新ゴールドプラン」「エンゼ
ルプラン」の要点解説」1996：大成出版社．

厚生省社会局・大臣官房老人保健福祉部・児童家庭局
監修「社会福祉8法改正のポイント＝「老人福祉法
等の一部を改正する法律」の概要＝」1990：第一
法規．

和田勝「介護保険制度の政策過程」2007：東洋経済新
報社．

大熊由紀子「物語　介護保険（上）－いのちの尊厳の
ための70のドラマ」2010：岩波書店．



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 100
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<

  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName (Japan Color 2001 Coated)
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 0
      /MarksWeight 0.283460
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /JapaneseWithCircle
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


